
令和６年度 税制改正の概要解説

主催：九州ミロク会計人会
共催：九州ミロク会計人会熊本地区会 (株)ミロク情報サービス 熊本支社

●九州ミロク会計人会会員及び事務所職員 １名 ３,３００円（税込）
●ＭＪＳユーザー（上記会員以外） １名 ７,７００円（税込）
●一般税理士事務所所⾧及び職員 １名 ９,３５０円（税込）

※３時間講座受講料です。テキスト代を含みます。

富士水道町ビル８階 研修室
熊本市中央区水道町7-16 富士水道町ビル8F
TEL 096-359-1369

◆会場で受講される方には以下の感染防止対策をお願いします。
・ソーシャルディスタンス ・消毒 ・マスクの着用 ・手洗い

◆当日の体調が優れない方、マスクを着用されない方は参加をご遠
慮下さい。

税理士 中島 孝一氏（なかじま こういち）
ＭＪＳ税経システム研究所 客員研究員

【略歴】:中島税理士事務所・所⾧、日本税務会計学会・相談役、東京税理士会・会員相談
室運営委員
【著書】「令和6年度税制改正と実務の徹底対策」（日本法令・共著）、「相続税実務の鉄則
に従ってはいけないケースと留意点」、（清文社・共著）、「賃上げ税制のすべて」（日本法令・
（共著）「事業承継税制の特例」完全ガイド」（税務研究会・共著）他多数

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、研修会を中止・延期させて頂く場合がございます。その場合は、速やかにご連絡いたします。

研修参加申込締切日 : 令和６年３月７日（木）迄

受講料/テキスト代は、MJS より請求書を発行しますので後日お支払い下さい。

1．テキストのみの販売はいたしておりません。
2．Ｗｅｂ受講の方のテキストは、事前に郵送にてお届けいたします。（開催3日前になっても届かない場合は、ご一報願います）

会場で受講される方のテキストは当日会場でお渡しいたします。
3. お支払い金額は特にお申し出のない限り、後日ご請求させていただきます。
4. Ｗｅｂ受講の方の受講票発行は、メール配信となります。※来場型の受講票はＦＡＸでのご案内の場合もございます。
5. Ｗｅｂセミナーの配信ツールは、ZOOMウェビナ－になります。事前登録制となっております。

受講票（メール配信）記載のＵＲＬより事前登録をお願いします。
6. Ｗｅｂ受講はインターネット環境が必須となります。詳細は、別途受講票（メール配信）でお知らせします。
7. お申込後のキャンセルは、申込締切日令和６年3月7日迄にご連絡をお願いいたします。
8. 申込締切日令和６年3月7日迄にキャンセル連絡をいただけない場合は、テキスト代（送料込）のご請求をさせていただきます。

南九州、九州北部税理士会への認定研修受講報告のため、税理士の方は 「税理士番号」「支部名」入力してください。
上記以外の税理士会の方は、ご自身で所属税理士会に受講報告をご提出ください。
FP認定の受講証明書は、会場で受講される方は当日アンケート提出後にお渡しいたします。Web受講の方はセミナー終了後のアンケート回答時に
「FP番号」の入力を行ってください。後日メールにて送信させていただきます。

本研修会のお申込みは、ＭＪＳのホームページで受け付けております。
ＭＪＳホームページ（ http://www.mjs.co.jp/seminar ）の『 セミナー検索 』から
該当セミナーを検索、あるいは右記のＱＲコードからお申込みください。

【お申込み用ＱＲコード】

◎ご希望の参加方法のご登録について
ホームページからお申込みの際に『WEB参加 お申込み』（Web受講） か、『会場参加 お申込み』（来場受講）のご選択
をお願いたします。
※会場での受講は先着10名です。会場での受講は原則として申し込み順に承り、定員を超過した場合はWeb受講でのご案内となります。

申込方法

※会場定員になり次第、 WEBでの受講となります。

【会場受講】 【Ｗｅｂ受講】１０名 ９０名

★本研修は、会場受講 と Web受講 の選択ができます。【来場型】＆【LIVE配信】 ハイブリッド研修会

令和６年３月２１日（木） １３:３０～１６:３０
【会場受講】 受付開始 １３:００より
【Ｗｅｂ受講】 １３:１５～ 接続可

講 師

日 時

会 場
（配信場所）

受講料

テキスト・
受講票
について

税理士番号
ＦＰ番号
について

支払方法

研修概要

定 員

＜南九州税理士会認定研修申請中（３時間）＞
＜九州北部税理士会認定研修申請中（３時間）＞

＜日本ＦＰ協会継続教育単位認定申請中（３単位）＞

お問合せ先 九州ミロク会計人会 熊本地区会事務局 TEL.096-359-1369 FAX.096-359-2369 
〒860-0844 熊本市中央区水道町7-16富士水道町ビル８F ＭＪＳ熊本支社内 担当 熊井・成合

令和５年12月22日に、令和６年度税制改正の大綱が閣議決定されました。、その大綱では、賃金が物価高を上回る構造を実現し、国民
がデフレ脱却のメリットを実感できる環境づくりを目指しているようです。本講座では、税理士の主たる顧問先である中小企業及びその役
員等に影響を及ぼす項目を中心として、令和６年度税制改正大綱・各省庁からの改正関連資料及び法案等に基づき、改正内容の確認
を行います。（中島孝一）

Ⅰ 令和６年度税制改正のあらまし
Ⅱ 令和６年度税制改正の具体的内容
[1] 個人所得課税
１ 所得税・個人住民税の定額減税
２ 子育て支援措置に関する政策税制
３ ストックオプション税制の見直し 等
[2] 資産課税
１ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等の延長
２ 法人版事業承継税制に係る特例承継計画の提出期限延長 等
[3] 法人課税
１ 賃上げ促進税制の延長および見直し
２ 交際費等の損金不算入制度の延長及び見直し
３ 外形標準課税の見直し 等
[4] 消費課税
１ プラットホーム課税の導入
２ 国外事業者における事業者免税店制度の見直し 等
[5] 納税環境整備
１ 処分通知等の電子交付の拡充
２ 隠蔽し又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出した場合の
重加算税の整備 等

※ 上記の項目は、若干変更する場合がございます。


